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コロナ禍と奨学金制度
西川　治

　私が事務局次長を務める奨学金
問題対策全国会議では、今年5月、
「新型コロナウイルス感染症の影
響から学費と生活費に苦しむ学生
を守るための緊急提言」を発表し、
日本学生支援機構の貸与制奨学金
について、在学採用（進学前では
なく、年度初めに在学生を対象に行

われる採用）を通年採用すること、
貸与月額の上限を引き上げること
などを提案しました（*1）。
　新型コロナウイルス感染症の学
生に対する影響は、これまでの学
生に対する経済的支援制度が想定
しないものでした。
　これまでの学生に対する経済的
支援制度は、「学費は親が負担す
べき」という前提のもとで、「親
が学費を負担できない学生を支援
する」という枠組みで整備されて
きました。親の失業や実家の被災
など、親の経済状況が急変した場
合については、緊急採用・応急採
用などの制度が設けられ、多くは
対処可能です（適切に制度を活用

できることが前提です。また、進学

自体の断念や退学防止の限りであっ

て、将来の返還負担は別です。）。
　他方、学生自身の状況の急変は
想定されていません。親の経済状
況に変化がなければ、学生自身の
アルバイト収入が断たれた場合も
特別の手当てはありません。もと
もと家計が厳しい状況にあれば、
奨学金の在学採用に申し込むこと
はできますが、これはアルバイト
収入の有無にかかわらず可能で
す。また、在学採用が締め切られ
た後は、利用不可です。

＊　＊　＊

　しかし、アルバイト収入の喪失
は、今や学生生活に重大な影響を
与えてしまいます。
　奨学金（特に日本学生支援機構
の無利子奨学金）の貸与額は、【表
１】のとおり、学生生活を送るた
めに必要な金額（学生生活費）の
一部にすぎません。不足額は国立
大・自宅通学の場合で月約5万円、

私立大・自宅通学で月約 10万円、
私立大・下宿等では地域により月
15万円超に上ります。
　不足額は、概ね仕送り（家庭か
らの給付）の額と一致しています。
無利子奨学金の貸与額は、平均的
な仕送りを受けている学生が、無
利子奨学金を利用することで、ア
ルバイトなしで学生生活を送るこ
とができる水準といえます。
　しかし、この仕送りの額は全体
の平均にすぎません。【表２】の
とおり、学生の 3 分の 2 は、ア
ルバイトをしなくても平均的な学
生生活を送るのに十分な仕送りを
もらっています（*3）。逆に、残り
の 3分の 1の学生の仕送り額は、
【表１】の平均的な仕送り額より
相当少ないはずです。4～ 5％で
すが、仕送りがない学生もいます。
　これらの学生にとって、アルバ
イト収入はなくてはならないもの
であり、アルバイトなしに経済的
支援制度だけで対応することは容
易ではありません（例えば、【表１】
私立・下宿等の不足額 136,200 ～

152,800 円を有利子奨学金を併用し

て賄おうとしても、有利子奨学金の

上限は原則12万円で不足します。）。

＊　＊　＊

　学生アルバイトで最も多いの
は「飲食業」で、大学生（昼間部）
全体の 42.9％を占めます。次に
多い「販売」を合わせて 67.2%。

「事務」や「軽作業」も合計する
と 76.7％です（*2）。
　新型コロナウイルス感染症や緊
急事態宣言により、これらの職種
が甚大な影響を受けたことはご承
知のとおりです。学生アルバイト
はシフト（時給）制が多く、シフ
トに入れないと無収入です（*4）。
　ちなみに、「塾講師や家庭教師
など」は、大学生（昼間部）全体
で 12.8％、時給も他の職種と大
した差はありません（*5）。

＊　＊　＊

　このような事態は従前想定され
ていなかったものであり、今般の
政府の対応でもほとんど想定され
ていないように見えます。
　日本では学費負担の軽減を訴え
る側も政府負担の削減を目指す側
も、高等教育の学費を、「社会が
負担」するか（＝税で賄う）、「本
人が負担」するかという対立軸で
はなく、「社会が負担」するか「家
族が負担」するか、という対立軸
でみてきたため、このような学生
自身のアルバイト収入の喪失とい
う視点が欠けていたのでしょう。
　これを機に制度全体を見直すべ
きですが、それを待つ時間はあり
ません。奨学金問題対策全国会議
では、既存制度の手直しで対応で
きるものとして、当面は在学採用
の申込期限をなくし、いつでも奨
学金を新たに借りられるようにす
ること、奨学金を利用していた学
生がアルバイト収入を失った場合
に備えて貸与額上限を引き上げる
ことなどを提案しています（*6）。

*1　https://syogakukin.zenkokukaigi.
net/
*2　日本学生支援機構平成 30 年度学
生生活調査結果による。

　https://www.jasso.go.jp/about/
statistics/gakusei_chosa/2018.html
*3　学生（大学昼間部）の 47.5％は奨
学金を受給しており（上記 *2）、この
「仕送りだけで修学可能」という学生
の一部は奨学金を受給しており、「仕
送りと奨学金で修学できる」（奨学金
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【表１】学生生活費と無利子貸与上限額（大学昼間部）（*2）

設置者 区分 収入平均額
学生生活費

無利子奨学金利用時
仕送り 奨学金 アルバイト 上限額 不足額

国立

自宅 51,400 17,500 36,200 93,500 45,000 （48.1%） 48,500
学寮 61,400 35,000 29,900 115,100 51,000 （44.3%） 64,100
下宿等 97,100 26,500 31,700 147,200

51,000

（34.7%） 96,200
（東京圏）

（地域別データなし）
169,500 （30.1%） 118,500

（京阪神） 156,300 （32.6%） 105,300
（その他） 143,900 （35.5%） 92,900

私立

自宅 88,900 28,900 40,700 150,900 54,000 （35.8%） 96,900
学寮 122,600 38,700 21,200 180,500 64,000 （35.5%） 116,500
下宿等 142,100 35,800 35,600 207,900

64,000

（30.8%） 143,900
（東京圏）

（地域別データなし）
216,800 （29.5%） 152,800

（京阪神） 202,400 （31.6%） 138,400
（その他） 200,200 （32.0%） 136,200

※単位は万円・月額。収入平均額及び学生生活費は、100 円未満を四捨五入。
　ただし、出典が 100 円単位であるため、誤差を生ずる可能性がある。
※特記なきものは、全国のデータ（自宅・学寮の地域別は省略。）。公立は省略した（次表も同じ。
なお、無利子奨学金利用上限額は国立に同じであるが、支出は国立とは異なる特徴がある。）。
※「仕送り」は「家庭からの給付」。「アルバイト」は「アルバイト」＋「定職収入・その他」。
※「無利子奨学金利用時」の「上限額」は、最高月額。かっこ内は、学生生活費に占める割合。
日本学生支援機構の無利子奨学金を利用可能な場合であっても、収入が比較的高い場
合は最高月額を利用することはできない。

【表２】仕送りの程度（大学昼間部）（*2）

区分 国立 私立
仕送りだけで修学可能 67.6％ 65.7％
仕送りはあるが不十分 27.5％ 30.1％
仕送りがない 4.9％ 4.2％

※「仕送りだけで修学可能」は「アル
バイト非従事者」＋アルバイト従事
者のうち「家庭からの給付のみで修
学可能」。

※「仕送りはあるが不十分」はアルバ
イト従事者のうち「家庭からの給付
のみでは修学に不自由」＋「家庭か
らの給付のみでは修学継続困難」。

※「仕送りがない」はアルバイト従事
者のうち「家庭からの給付なし」。

【表３】学生アルバイトの職種と時給（大学昼間部・授業期間中）（*2）

設置者 頻度 家庭教師 事務 販売 飲食業 軽労働 重労働 特殊技能 その他

国立

不定期 23.1 6.3 9.4 26.4 13.7 3.9 3.1 14.2
週 1～ 2日 34.2 3.2 14.1 37.2 4.9 0.3 1.3 4.9
週 3日以上 24.9 1.5 19.9 43.9 4.3 0.5 1.0 3.9
平均 28.5 2.9 16.0 38.6 5.9 0.9 1.4 5.8

公立 平均 14.3 2.5 24.5 44.7 6.3 0.7 1.0 6.0
私立 平均 9.3 2.9 26.1 43.8 6.8 1.5 1.2 8.4
平均 平均 12.8 2.9 24.3 42.9 6.6 1.4 1.2 7.9
時給（試算） 816.2 708.5 685.9 692.2 662.3 733.2 797.1 652.5

※時給欄の単位は円。その他は％。
※「家庭教師」は「塾講師・家庭教師など」、「軽労働」は「販売・飲食業を除く軽労働」、
「重労働」は「重労働・危険作業」。
※時給（試算）欄は岩田弘三教授（武蔵野大学）による。全体の平均額は 701.9 円。
　なお、平成30年10月改定前（調査は同年11月実施）の最低賃金は、全国加重平均848円、
最低額 737 円であり、試算額はあくまで職種ごとの傾向を示すものと理解されたい。

なしで仕送りのみでは難しい）学生も
含まれるでしょう。

*4　労働基準法に照らし許されるかは
別として、現実には休業手当含め支
払われない場合が大半でしょう。

*5　*2 の学生生活調査結果記載の岩田
弘三教授（武蔵野大学）の計算によれ
ば、「塾講師・家庭教師など」と「飲
食業」とで時給の差は、【表３】のと
おり、わずか 124 円です。

　　最低賃金が上がったこともありま
すが、塾講師の賃金は決して高くあ
りません。先日、ある個別指導塾の
コマ給を時間あたりに換算したとこ
ろ、ほぼ最低賃金でした。

*6　授業がリモートになったことを受
け、授業料の半額返還を求める動き
がありましたが、次の理由から私は
懐疑的です。

　　前記の家族負担主義の下、3分の
2の家族（親）は学費を負担できて
いる以上、授業料半額返還の多くは
学生ではなく家族（親）への支援と
なります。しかし、収入面で大きな
影響を受けていないか、影響を受け
たもののなお学費負担が可能な家族
（親）も多く、これらの家族（親）へ
の支援は、進学断念や中退防止の観
点からは優先課題とはいえません（将
来的には家族負担をなくし、社会と本人
の負担に移行すべきと考えています。）。
　　今は、学生や家族（親）が収入に

大きな影響を受けた場合を優先すべ
きであり、既にある大学等修学支援
制度での支援の拡大（アルバイト収入
見込み分の増額など）、収入急減者へ
の授業料免除などに充てるべきです。

　　ただし、授業料は大学等の卒業資
格を得るための対価という面がある
ため上記の考えを採りますが、私立
の施設設備費はそのような性質があ
るとは言い難く、現に大学施設を利
用できない以上、普段どおり徴収す
ることに疑問を抱かざるを得ません。
（一社）日本私立大学連盟は施設設備
費を「将来の設備充実のための投資
資金」としていますが（2020 年 9月
17 日、同ウェブサイト）、なぜ学生や
家族が大学の「投資資金」を負担し
なければならないのか不明です。

　　なお、「リモート授業で質が落ちた
から授業料を半分返してほしい」と
いうのは、「サービスの質が低下した
から料金を下げよ」という主張であ
り、逆に言えば「サービスに見合っ
た料金（授業料）を払うべきだ」と
いう主張と同じ考えに立ちます。

　　これは「受益者負担論」と呼ばれ、
長年にわたり学費値上げの論拠とさ
れてきました。学費負担軽減を求め
る側が、これまで批判してきた理屈
を持ち出して学費負担軽減を主張す
るという点でこれまでにない特徴と
いえますし、私は違和感があります。


